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   第１章 目的 

 

 （目的） 



第１条 この法人規則は、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２３条の規定に基づ

き、筑波大学に附属して設置する学校（以下「附属学校」という。）の修業年限、教育課程、定

員その他幼児、児童及び生徒の修学上必要な事項を定めることを目的とする。 

 

   第２章 通則 

 

 （修業年限） 

第２条  附属学校の修業年限は、次のとおりとする。 

 (1)  附属小学校並びに附属視覚特別支援学校、附属聴覚特別支援学校、附属大塚特別支援学校、

附属桐が丘特別支援学校及び附属久里浜特別支援学校の小学部  ６年 

  (2)  附属中学校及び附属駒場中学校並びに附属視覚特別支援学校、附属聴覚特別支援学校、附

属大塚特別支援学校及び附属桐が丘特別支援学校の中学部  ３年 

  (3)  附属高等学校、附属駒場高等学校及び附属坂戸高等学校並びに附属視覚特別支援学校、附

属聴覚特別支援学校、附属大塚特別支援学校及び附属桐が丘特別支援学校の高等部  ３年 

 

 （在学年限） 

第３条 附属高等学校、附属駒場高等学校及び附属坂戸高等学校並びに附属視覚特別支援学校、

附属聴覚特別支援学校、附属大塚特別支援学校及び附属桐が丘特別支援学校の高等部の在学年

限は、６年とする。 

 

 （学年） 

第４条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 （学期） 

第５条 学期は、附属学校ごとに、２学期又は３学期とする。 

２  前項の附属学校ごとの学期は、校長の申出に基づき、附属学校教育局教育長が定める。 

 

  （休業日） 

第６条 各附属学校の休業日は、それぞれ次のとおりとする。 

 (1) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 (2) 日曜日 

 (3) 土曜日 

 (4) 筑波大学開学記念日 

 (5) 当該附属学校の開校記念日 

 (6) 春季休業日 

 (7) 夏季休業日 

 (8) 冬季休業日 

 (9) 学年末休業日 

２ 前項に規定するもののほか、附属小学校及び附属中学校にあっては、学期末に休業日を置く。 

３ 第１項第６号から第９号まで及び前項の休業日の始期及び終期は、附属学校ごとに、当該附

属学校の校長が定める。 

４ 校長は、第１項及び第２項に規定するもののほか、教育上特に必要があると認めるときは、

附属学校教育局教育長の承認を得て、臨時に休業日を設けることができる。 



５ 前各項に規定するもののほか、休業日の取扱いに関し必要な事項は、附属学校教育局規程で

定める。 

 

 （入学の時期） 

第７条 入学（附属視覚特別支援学校、附属聴覚特別支援学校、附属大塚特別支援学校及び附属

久里浜特別支援学校の幼稚部（以下「幼稚部」という。）にあっては、入園。以下同じ。）の時

期は、学年の始めとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１３条の規定により入学する者については、学期の始め（附属

視覚特別支援学校、附属聴覚特別支援学校、附属大塚特別支援学校、附属桐が丘特別支援学校

及び附属久里浜特別支援学校にあっては、当該校長が定める時期）とすることができる。 

 

 （入学の出願） 

第８条 附属学校への入学を志願する者（次項において「入学志願者」という。）は、当該附属学

校の入学願書に附属学校教育局細則で定める書類を添えて、当該附属学校の校長に願い出なけ

ればならない。 

２ 入学志願者（幼稚部への入園を志願する者を除く。）は、前項の出願に当たっては、別表に定

める額の検定料を納付しなければならない。 

 

 （入学者の選考） 

第９条 入学の選考は、前条の出願をした者について、附属学校教育局細則で定めるところによ

り、当該附属学校の校長が行う。 

 

 （入学手続及び入学許可） 

第１０条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者であって当該附属学校への入学を希

望するものは、所定の期日までに附属学校教育局細則で定める書類を提出するとともに、附属

高等学校、附属駒場高等学校、附属坂戸高等学校並びに附属視覚特別支援学校、附属聴覚特別

支援学校、附属大塚特別支援学校及び附属桐が丘特別支援学校の高等部（以下「附属高等学校

等」という。）並びに幼稚部にあっては、別表に定める額の入学料（幼稚部にあっては、入園料。

以下同じ。）を納付しなければならない。 

２ 校長は、前項の入学手続を完了した者（次条に規定する入学料の免除又は第１２条に規定す

る徴収猶予を申請している者を含む。）に入学を許可する。 

３ 納付された入学料は、返付しない。ただし、次条の規定により入学料を免除された場合には、

免除の額に相当する額を返付することができる。 

 

 （入学料の免除） 

第１１条 附属学校教育局教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入学料の全部又

は一部を免除することができる。 

 (1) 入学前１年以内において、入学する者の学資を主として負担している者（以下「学資負担

者」という。）が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入

学料の納付が著しく困難であると認められる場合 

 (2) その他附属学校教育局規程で定める場合 

 

 （入学料の徴収猶予） 



第１２条 附属学校教育局教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入学料の徴収を

猶予することができる。 

 (1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合 

 (2) 入学前１年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風

水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困難であると認められる場合 

 (3) その他附属学校教育局規程で定める場合 

 

 （編入学、転入学及び再入学） 

第１３条 校長は、編入学及び転入学を志願する者があるときは、教育上支障がない場合に限り、

選考の上、相当学年に入学を許可することができる。 

２  校長は、附属高等学校等に再入学を志願する者があるときは、教育上支障がない場合に限り、

選考の上、相当学年に入学を許可することができる。 

３  前２項の規定により入学を許可された者の既に履修した教科及び科目の取扱い並びに在学す

べき年数及び在学年限については、校長が決定する。 

 

 （教育課程及び授業時数） 

第１４条 教育課程及び授業時数は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）その他の法令に基

づき、校長が定める。 

 

 （学習の評価） 

第１５条 附属学校における学習の評価に関する基準及びその方法は、校長が定める。 

 

 （授業料） 

第１６条 幼稚部の幼児及び附属高等学校等の生徒は、毎年度、別表に定める額の授業料（幼稚

部にあっては、保育料。以下同じ。）を納付しなければならない。 

２ 授業料の納付は、各年度に係る授業料について２期に区分して行うものとし、それぞれの期

において納付する額は、年額の２分の１に相当する額とする。 

３ 授業料の納付時期は、第１期に係るものにあっては５月、第２期に係るものにあっては１１

月とする。ただし、第１項の幼児又は生徒が申し出た場合には、第１期に係る授業料を納付す

るときに、第２期に係る授業料を併せて納付することができる。 

４ 納付された授業料は、返付しない。ただし、第１８条の規定により授業料を免除された場合

には、免除の額に相当する額を返付することができる。 

５ 前項本文の規定にかかわらず、第３項ただし書の規定により授業料を納付した第１項の幼児

又は生徒の授業料の返付については、次のとおりとする。 

 (1) 第２期に係る授業料の納付の時期前に休学した場合には、当該授業料に相当する額を返付

することができる。 

 (2) 第１期中に退学した場合には、第２期に係る授業料に相当する額を返付することができる。 

 

 （高等学校等就学支援金に係る授業料） 

第１６条の２ 前条の規定にかかわらず、高等学校等就学支援金（高等学校等就学支援金の支給

に関する法律（平成２２年法律第１８号。以下「法律」という。）第１条に規定するものをいう。

以下「就学支援金」という。）の高等学校等（法律第２条に規定するものをいう。以下同じ。）

の生徒であるものに係る授業料は、次のとおりとする。 



 (1) 就学支援金の受給権者（法律第５条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）であるも

のに係る授業料は、別表に定める授業料（年額）の１２分の１に相当する額に、受給権者が

月の初日に在学する月数を乗じて得た額とし、その納付については、学長が就学支援金を受

給権者に代わって受領することをもって充てる。 
 (2) 就学支援金の受給を辞退するものに係る授業料の納付時期は、第１期に係るものにあっ

ては８月、第２期に係るものにあっては１月とする。 

(3) 就学支援金が法律により支給されないもの（法律第３条第２項三により規定されるものを

いう。以下同じ。）に係る授業料の納付時期は１月とする。 

(4) 第２号及び第３号に基づき授業料を納入した者で、年度途中において、受給権者となった

場合は、就学支援金支給相当額を返付する。 

 

（休学の場合の授業料） 

第１７条 第２０条の規定により休学を許可され、又は命ぜられた者については、附属学校教育

局規程で定めるところにより休学した日の属する月の翌月（休学した日が月の初日に当たると

きは、その月）から復学した日の属する月の前月までの授業料を免除することができる。 

 

 （授業料の免除） 

第１８条 附属学校教育局教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、授業料の全部又

は一部を免除することができる。 

 (1) 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合 

 (2) 授業料の各期ごとの納付の時期前６月以内（新入学者に対する入学した日の属する期分の

免除に係る場合は、入学前１年以内）において、学資負担者が死亡し、又は第１６条第１項

の幼児若しくは生徒若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付が著しく困難である

と認められる場合 

 (3) その他附属学校教育局規程で定める場合 

 

 （授業料の徴収猶予） 

第１９条 附属学校教育局教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、授業料の徴収を

猶予することができる。 

 (1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合 

 (2) 幼稚部の幼児又は附属高等学校等の生徒が行方不明の場合 

 (3) 幼稚部の幼児若しくは附属高等学校等の生徒又はその学資負担者が災害を受け、納付が困

難であると認められる場合 

 (4) その他附属学校教育局規程で定める場合 

 

 （休学） 

第２０条 疾病その他特別の理由により、引き続き３月以上修学することができない附属高等学

校等の生徒は、校長の許可を得て、休学することができる。 

２ 校長は、疾病のため修学することが適当でないと認められる附属高等学校等の生徒に、休学

を命ずることができる。 

 

 （休学期間） 

第２１条 前条の休学期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度と



して、休学期間の延長を認めることができる。 

２ 前項の休学期間は、通算して３年を超えることができない。 

３ 第１項の休学期間は、修業年限及び在学年限に算入しない。 

 

 （復学） 

第２２条 休学期間中に、その理由が消滅したときは、校長の許可を得て、復学することができ

る。 

 

 （転学） 

第２３条 附属学校の幼児、児童又は生徒で転学しようとするものは、校長の許可を受けなけれ

ばならない。 

２ 附属小学校の児童又は附属中学校若しくは附属駒場中学校の生徒で、保護者が附属学校教育

局細則で定める通学区域外に居住することとなったものは、転学しなければならない。ただし、

保護者が外国に居住することとなった場合であって、当該通学区域内に居住する代理人を定め、

校長に届け出たときは、この限りでない。 

 

 （留学） 

第２４条 附属高等学校等の生徒で、外国の高等学校に留学することを志願する者があるときは、

教育上有益と認める場合に限り、校長がこれを許可することができる。 

２ 校長は、前項の規定により留学を許可した者について、外国の高等学校における履修を附属

学校における履修とみなし、３６単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。 

３ 校長は、前項の規定により単位の修得を認定された者について、学年の途中においても、各

学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。 

 

 （退学） 

第２５条 幼稚部の幼児又は附属高等学校等の生徒で退学しようとする者は、校長の許可を受け

なければならない。 

２ 校長は、就学義務の猶予又は免除を受けた保護者の届け出により、退学を認めることができ

る。 

 

 （出席停止） 

第２６条 校長は、感染症にかかり、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児、

児童又は生徒があるときは、附属高等学校等にあっては当該生徒に対して、附属高等学校等以

外の附属学校にあってはその保護者に対して、幼児、児童又は生徒の出席停止を命ずることが

できる。 

 

 （除籍） 

第２７条 幼稚部の幼児で、次の各号のいずれかに該当する者は、校長が除籍する。 

 (1) 保育料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

 (2) 入園料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち、免除若しくは徴収猶予が不許可となった

もの、半額免除が許可となったもので、所定の期日までに入園料を納付しないもの又は徴収

猶予が許可となった者で、徴収猶予期間を超えて、なお入園料を納付しないもの 

２ 附属高等学校等の生徒で、次の各号のいずれかに該当する者は、校長が除籍する。 



 (1) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

 (2) 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち、免除若しくは徴収猶予が不許可となった

もの、半額免除が許可となったもので、所定の期日までに入学料を納付しないもの又は徴収

猶予が許可となった者で、徴収猶予期間を超えて、なお入学料を納付しないもの 

 (3) 在学年限を超えた者 

 (4) 休学期間を超えて、なお修学できない者 

 

 （表彰） 

第２８条 校長は、幼児、児童又は生徒を表彰することができる。 

２  前項の表彰に関して必要な事項は、附属学校教育局細則で定める。 

 

 （懲戒） 

第２９条 校長は、幼児、児童又は生徒としての本分に反する行為をした者を懲戒することがで

きる。 

２ 前項の懲戒の種類は、懲戒退学、停学及び訓告とする。ただし、停学は、附属小学校、附属

中学校、附属駒場中学校、附属視覚特別支援学校の小学部及び中学部、附属聴覚特別支援学校

の小学部及び中学部、附属大塚特別支援学校の小学部及び中学部、附属桐が丘特別支援学校の

小学部及び中学部並びに附属久里浜特別支援学校の小学部の児童又は生徒に対しては、これを

行うことはできない。 

３ 前項の懲戒退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 

 (1) 性行不良で改善の見込みがない者 

 (2) 学力劣等で成業の見込みがない者 

 (3) 正当の理由がなくて出席常でない者 

 (4) 附属学校の秩序を乱し、その他幼児、児童又は生徒としての本分に著しく反した者 

 

   第３章 附属小学校 

 

  （入学資格） 

第３０条 附属小学校に入学することができる者は、学齢に達した者で、附属学校教育局細則で

定める通学区域内に保護者と同居し、そこを生活の本拠とするものとする。 

 

 （課程修了の認定） 

第３１条 各学年の課程の修了は、当該学年の平素の成績を評価して、校長が認定する。 

 

 （卒業） 

第３２条 附属小学校の全課程を修了した者については、校長が卒業を認定する。 

２ 校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 

 （定員） 

第３３条 附属小学校の児童定員は、次のとおりとする。 

  入学定員 １２８人 

  総定員  ７６８人 

 



   第４章 附属中学校 

 

 （入学資格） 

第３４条 附属中学校に入学することができる者は、小学校又は特別支援学校の小学部の課程を

修了した者で、附属学校教育局細則で定める通学区域内に保護者と同居し、そこを生活の本拠

とするものとする。 

 

 （課程修了の認定） 

第３５条 各学年の課程の修了は、当該学年の平素の成績を評価して、校長が認定する。 

 

 （卒業） 

第３６条 附属中学校の全課程を修了した者については、校長が卒業を認定する。 

２ 校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 

  （定員） 

第３７条 附属中学校の生徒定員は、次のとおりとする。 

   入学定員 ２００人 

   総定員  ６００人 

 

   第５章 附属駒場中学校 

 

  （入学資格） 

第３８条 附属駒場中学校に入学することができる者は、小学校又は特別支援学校の小学部の課

程を修了した男子で、附属学校教育局細則で定める通学区域内に保護者と同居し、そこを生活

の本拠とするものとする。 

 

 （課程修了の認定） 

第３９条 各学年の課程の修了は、当該学年の平素の成績を評価して、校長が認定する。 

 

 （卒業） 

第４０条 附属駒場中学校の全課程を修了した者については、校長が卒業を認定する。 

２ 校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 

 （定員） 

第４１条 附属駒場中学校の生徒定員は、次のとおりとする。 

   入学定員 １２０人 

  総定員  ３６０人 

 

   第６章 附属高等学校 

 

  （入学資格） 

第４２条 附属高等学校に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、附

属学校教育局細則で定める通学区域内に保護者と同居し、そこを生活の本拠とするものとする。 



 (1) 中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者 

 (2) 中等教育学校の前期課程を修了した者 

 (3) 外国において、学校教育における９年の課程を修了した者 

 (4) 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

(5) 学校教育法施行規則第９５条第３号の規定により、中学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認められた者として文部科学大臣の指定した者 

(6) 学校教育法第１８条の規定による保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子等で、

文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

定された者 

  

 （他の高等学校等における学修等） 

第４３条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が他の高等学校又は中等教育学校の後期課

程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を附属高等学校の全課程

を修了するために必要な単位数のうちに加えることができる。 

 

第４４条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が行う次に掲げる学修を附属高等学校にお

ける科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。 

 (1) 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育

施設等における学修で文部科学大臣が定めるもの 

 (2) 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が定めるものの合格に係る学修 

 (3) ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修で文部科学大臣が定めるも

の 

 

第４５条 第４３条の規定に基づき加えることのできる単位数及び前条の規定に基づき与えるこ

とのできる単位数の合計数は、３６単位を超えることができない。 

 

 （課程修了の認定） 

第４６条 各学年の課程の修了は、校長が認定する。 

２ 当該学年の課程の修了を認定されない者は、次の学年の始めから、原級の課程を再履修させ

るものとする。 

 

 （卒業） 

第４７条 附属高等学校の全課程を修了した者については、校長が卒業を認定する。 

２ 校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 

  （定員） 

第４８条 附属高等学校の生徒定員は、次のとおりとする。 

  入学定員 ２４０人 

  総定員  ７２０人 

 

   第７章 附属駒場高等学校 

 



  （入学資格） 

第４９条 附属駒場高等学校に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する男子

で、附属学校教育局細則で定める通学区域内に保護者と同居し、そこを生活の本拠とするもの

とする。 

  (1) 中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者 

 (2) 中等教育学校の前期課程を修了した者 

  (3) 外国において、学校教育における９年の課程を修了した者 

  (4) 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

(5) 学校教育法施行規則第９５条第３号の規定により、中学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認められた者として文部科学大臣の指定した者 

(6) 学校教育法第１８条の規定による保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子等で、

文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認定された者 

   

 （他の高等学校等における学修等） 

第５０条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が他の高等学校又は中等教育学校の後期課

程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を附属駒場高等学校の全

課程を修了するために必要な単位数のうちに加えることができる。 

 

第５１条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が行う次に掲げる学修を附属駒場高等学校

における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。 

 (1) 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育

施設等における学修で文部科学大臣が定めるもの 

 (2) 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が定めるものの合格に係る学修 

 (3) ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修で文部科学大臣が定めるも

の 

 

第５２条 第５０条の規定に基づき加えることのできる単位数及び前条の規定に基づき与えるこ

とのできる単位数の合計数は、３６単位を超えることができない。 

 

 （課程修了の認定） 

第５３条 各学年の課程の修了は、校長が認定する。 

２ 当該学年の課程の修了を認定されない者は、次の学年の始めから、原級の課程を再履修させ

るものとする。 

 

 （卒業） 

第５４条 附属駒場高等学校の全課程を修了した者については、校長が卒業を認定する。 

２ 校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 

  （定員） 

第５５条 附属駒場高等学校の生徒定員は、次のとおりとする。 

  入学定員 １６０人 



  総定員  ４８０人 

 

   第８章 附属坂戸高等学校 

 

  （入学資格） 

第５６条 附属坂戸高等学校に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者と

するものとする。 

 (1) 中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者 

 (2) 中等教育学校の前期課程を修了した者 

 (3) 外国において、学校教育における９年の課程を修了した者 

 (4) 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

(5) 学校教育法施行規則第９５条第３号の規定により、中学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認められた者として文部科学大臣の指定した者 

(6) 学校教育法第１８条の規定による保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子等で、

文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

定された者 

 

 （他の高等学校等における学修等） 

第５７条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が他の高等学校又は中等教育学校の後期課

程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を附属坂戸高等学校の全

課程を修了するために必要な単位数のうちに加えることができる。 

 

第５８条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が行う次に掲げる学修を附属坂戸高等学校

における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。 

 (1) 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育

施設等における学修で文部科学大臣が定めるもの 

 (2) 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が定めるものの合格に係る学修 

 (3) ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修で文部科学大臣が定めるも

の 

 

第５９条 第５７条の規定に基づき加えることのできる単位数及び前条の規定に基づき与えるこ

とのできる単位数の合計数は、３６単位を超えることができない。 

 

 （課程修了の認定） 

第６０条 課程の修了は、校長が認定する。 

 

 （卒業） 

第６１条 附属坂戸高等学校の全課程を修了した者については、校長が卒業を認定する。 

２ 校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 

  （定員） 

第６２条 附属坂戸高等学校の生徒定員は、次のとおりとする。 



  入学定員 １６０人 

  総定員  ４８０人 

 

   第９章 附属視覚特別支援学校 

 

 （対象とする障害種別） 

第６３条 附属視覚特別支援学校は、視覚障害者に対する教育を専ら行う。 

 

  （入学資格） 

第６３条の２ 附属視覚特別支援学校（幼稚部を除く。）に入学することができる者は、次のとお

りとする。 

 (1) 小学部 視覚障害者（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第７２条に規定する視覚障

害者をいう。以下同じ。）で、学齢に達した者   

 (2) 中学部 視覚障害者で、小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した者 

 (3) 高等部 視覚障害者で、次に掲げる者 

  ア 中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者 

  イ 中等教育学校の前期課程を修了した者 

  ウ 外国において、学校教育における９年の課程を修了した者 

  エ 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

オ 学校教育法施行規則第９５条第３号の規定により、中学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認められた者として文部科学大臣の指定した者 

カ 学校教育法第１８条の規定による保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子等で、

文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認定された者   

 

 （他の高等学校等における学修等） 

第６４条 校長は、教育上有益と認めるときは、高等部の生徒が他の特別支援学校の高等部、高

等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得し

た単位数を附属視覚特別支援学校の全課程を修了するために必要な単位数のうちに加えること

ができる。 

 

第６５条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が行う次に掲げる学修を附属視覚特別支援

学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。 

 (1) 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育

施設等における学修で文部科学大臣が定めるもの 

 (2) 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が定めるものの合格に係る学修 

 (3) ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修で文部科学大臣が定めるも

の 

 

第６６条 第６４条の規定に基づき加えることのできる単位数及び前条の規定に基づき与えるこ

とのできる単位数の合計数は、３６単位を超えることができない。 

 



 （課程修了の認定） 

第６７条 各学年の課程の修了は、当該学年の平素の成績（高等部にあっては、単位の修得）を

評価して、校長が認定する。 

 

 （卒業） 

第６８条 附属視覚特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の全課程を修了した者については、

校長がそれぞれ卒業を認定する。 

２ 校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 

 （定員） 

第６９条 附属視覚特別支援学校の幼児、児童及び生徒の定員は、次の表のとおりとする。 

区 分 入学定員 総定員 

幼稚部  ５  １０ 

小学部  ６  ５４ 

中学部 １２  ３６ 

高等部 １６  ５６ 

合 計 ３９ １５６ 

 

 （幼稚部への入園） 

第７０条 視覚障害者で、満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児は、附属視覚特別支

援学校の幼稚部に入園することができる。 

 

 （寄宿舎） 

第７１条 校長は、附属視覚特別支援学校の中学部又は高等部に入学する者で、寄宿舎への入舎

を希望するものがあるときは、選考の上、入舎を許可するものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、寄宿舎に関し必要な事項については、附属学校教育局細則で定

める。 

 

   第１０章 附属聴覚特別支援学校 

 

（対象とする障害種別） 

第７２条 附属聴覚特別支援学校は、聴覚障害者に対する教育を専ら行う。 

 

  （入学資格） 

第７２条の２ 附属聴覚特別支援学校（幼稚部を除く。）に入学することができる者は、次のとお

りとする。 

 (1) 小学部 聴覚障害者（学校教育法第７２条に規定する聴覚障害者をいう。以下同じ。）で、

学齢に達した者 

 (2) 中学部 聴覚障害者で、小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した者 

 (3) 高等部 聴覚障害者で、次に掲げる者 

  ア 中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者 

  イ 中等教育学校の前期課程を修了した者 



  ウ 外国において、学校教育における９年の課程を修了した者 

  エ 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

オ 学校教育法施行規則第９５条第３号の規定により、中学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認められた者として文部科学大臣の指定した者 

カ 学校教育法第１８条の規定による保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子等で、

文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認定された者   

 

 （他の高等学校等における学修等） 

第７３条 校長は、教育上有益と認めるときは、高等部の生徒が他の特別支援学校の高等部、高

等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得し

た単位数を附属聴覚特別支援学校の全課程を修了するために必要な単位数のうちに加えること

ができる。 

 

第７４条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が行う次に掲げる学修を附属聴覚特別支援

学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。 

 (1) 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育

施設等における学修で文部科学大臣が定めるもの 

 (2) 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が定めるものの合格に係る学修 

 (3) ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修で文部科学大臣が定めるも

の 

 

第７５条 第７３条の規定に基づき加えることのできる単位数及び前条の規定に基づき与えるこ

とのできる単位数の合計数は、３６単位を超えることができない。 

 

 （課程修了の認定） 

第７６条 各学年の課程の修了は、当該学年の平素の成績（高等部にあっては、単位の修得）を

評価して、校長が認定する。 

 

 （卒業） 

第７７条 附属聴覚特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の全課程を修了した者については、

校長がそれぞれ卒業を認定する。 

２ 校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 

 （定員） 

第７８条 附属聴覚特別支援学校の幼児、児童及び生徒の定員は、次の表のとおりとする。 

区 分 入学定員 総定員 

幼稚部 １０ ３０ 

小学部 １２ ７２ 

中学部 １２ ３６ 

高等部 ２４ ７２ 



合 計 ５８ ２１０ 

 

 （幼稚部への入園） 

第７９条 聴覚障害者で、満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児は、附属聴覚特別支

援学校の幼稚部に入園することができる。 

 

 （寄宿舎） 

第８０条 校長は、附属聴覚特別支援学校の小学部、中学部又は高等部に入学する者で、寄宿舎

への入舎を希望するものがあるときは、選考の上、入舎を許可するものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、寄宿舎に関し必要な事項については、附属学校教育局細則で定

める。 

 

   第１１章 附属大塚特別支援学校 

 

（対象とする障害種別） 

第８１条 附属大塚特別支援学校は、知的障害者に対する教育を専ら行う。 

 

  （入学資格） 

第８１条の２ 附属大塚特別支援学校（幼稚部を除く。）に入学することができる者は、次のとお

りとする。 

 (1) 小学部 知的障害者で、学齢に達した者 

 (2) 中学部 知的障害者で、小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した者 

 (3) 高等部 知的障害者で、次に掲げる者 

  ア 中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者 

  イ 中等教育学校の前期課程を修了した者 

  ウ 外国において、学校教育における９年の課程を修了した者 

  エ 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

オ 学校教育法施行規則第９５条第３号の規定により、中学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認められた者として文部科学大臣の指定した者 

カ 学校教育法第１８条の規定による保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子等で、

文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認定された者   

 

 （課程修了の認定） 

第８２条 各学年の課程の修了は、当該学年の平素の成績を評価して、校長が認定する。 

 

 （卒業） 

第８３条 附属大塚特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の全課程を修了した者については、

校長がそれぞれ卒業を認定する。 

２ 校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 

 （定員） 



第８４条 附属大塚特別支援学校の幼児、児童及び生徒の定員は、次の表のとおりとする。 

区 分 入学定員 総定員 

幼稚部   ５  １０ 

小学部 若干名  ２４ 

中学部   ６  １８ 

高等部   ８  ２４ 

合  計  １９  ７６ 

 

 （幼稚部への入園） 

第８５条 知的障害者で、満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児は、附属大塚特別支

援学校の幼稚部に入園することができる。 

 

   第１２章 附属桐が丘特別支援学校 

 

（対象とする障害種別） 

第８６条 附属桐が丘特別支援学校は、肢体不自由者に対する教育を専ら行う。 

   

（入学資格） 

第８６条の２ 附属桐が丘特別支援学校に入学することができる者は、次のとおりとする。 

 (1) 小学部 肢体不自由者で、学齢に達した者 

 (2) 中学部 肢体不自由者で、小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した者 

 (3) 高等部 肢体不自由者で、次に掲げる者 

  ア 中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者 

  イ 中等教育学校の前期課程を修了した者 

  ウ 外国において、学校教育における９年の課程を修了した者 

  エ 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

  オ 学校教育法施行規則第９５条第３号の規定により、中学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認められた者として文部科学大臣の指定した者 

カ 学校教育法第１８条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子等で、

文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認定された者 

 

 （他の高等学校等における学修等） 

第８７条 校長は、教育上有益と認めるときは、高等部の生徒が他の特別支援学校の高等部、高

等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得し

た単位数を附属桐が丘特別支援学校の全課程を修了するために必要な単位数のうちに加えるこ

とができる。 

 

第８８条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が行う次に掲げる学修を附属桐が丘特別支

援学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与えることができる。 

 (1) 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教



育施設等における学修で文部科学大臣が定めるもの 

 (2) 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が定めるものの合格に係る学修 

 (3) ボランティア活動その他の継続的に行われる活動に係る学修で文部科学大臣が定めるも

の 

 

第８９条 第８７条の規定に基づき加えることのできる単位数及び前条の規定に基づき与えるこ

とのできる単位数の合計数は、３６単位を超えることができない。 

 

 （課程修了の認定） 

第９０条 各学年の課程の修了は、当該学年の平素の成績（高等部にあっては、単位の修得）を

評価して、校長が認定する。 

 

 （卒業） 

第９１条 附属桐が丘特別支援学校の小学部、中学部又は高等部の全課程を修了した者について

は、校長がそれぞれ卒業を認定する。 

２ 校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 

 （定員） 

第９２条 附属桐が丘特別支援学校の児童及び生徒の定員は、次の表のとおりとする。 

区 分 入学定員 総定員 

小学部  ６ ５９（２３） 

中学部  ９ ３５（ ８） 

高等部 １１ ３７（ ４） 

合 計 ２６ １３１（３５） 

 備考 総定員には，括弧内の転編入学定員を含む。 

 

   第１３章 附属久里浜特別支援学校 

 

（対象とする障害種別） 

第９３条 附属久里浜特別支援学校は、自閉症者に対する教育を専ら行う。 

 

 （入学資格） 

第９３条の２ 附属久里浜特別支援学校の小学部に入学することができる者は、自閉症者で、学

齢に達した者とする。 

 

 （課程修了の認定） 

第９４条 附属久里浜特別支援学校の小学部の各学年の課程の修了は、当該学年の平素の成績を

評価して、校長が認定する。 

 

 （卒業） 

第９５条 附属久里浜特別支援学校の小学部の全課程を修了した者については、校長が卒業を認

定する。 



２ 校長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。 

 

 （定員） 

第９６条 附属久里浜特別支援学校の幼児及び児童の定員は、次の表のとおりとする。 

区 分 入学定員 総定員 

幼稚部  ６ １８ 

小学部  ６ ３６ 

合 計 １２ ５４ 

 

 （幼稚部への入園） 

第９７条 自閉症者で、満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児は、附属久里浜特別支

援学校の幼稚部に入園することができる。 

 

 （寄宿舎） 

第９８条 校長は、附属久里浜特別支援学校に入学する者で、寄宿舎への入舎を希望するものが

あるときは、選考の上、入舎を許可するものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、寄宿舎に関し必要な事項については、附属学校教育局細則で定

める。 

 

   第１４章 雑則 

 

 （附属学校教育局規程及び附属学校教育局細則への委任） 

第９９条 この法人規則に定めるもののほか、附属学校の幼児、児童及び生徒の修学上必要な事

項は、附属学校教育局規程及び附属学校教育局細則で定める。 

 

   附 則 

 この法人規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平１６．４．２２法人規則２７号） 

 この法人規則は、平成１６年４月２２日から施行する。 

 

   附 則（平１６．１０．２８法人規則４３号） 

 この法人規則は、平成１６年１０月２８日から施行する。 

 

   附 則（平１７．３．２４法人規則３９号） 

 この法人規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平１８．２．２３法人規則６号） 

 この法人規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平１９．３．３０法人規則３２号） 

 この法人規則は、平成１９年４月１日から施行する。 



 

附 則（平２０．３．２７法人規則２２号） 

 この法人規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２０．９．１１法人規則３６号） 

 この法人規則は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 

附 則（平２２．４．１法人規則３１号） 

 この法人規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２２．５．２７法人規則４１号） 

この法人規則は、平成２２年５月２７日から施行し、改正後の筑波大学附属学校校則の規定は、

同年４月１日から適用する。 

  

附 則（平２３．２．１５法人規則１５号） 

この法人規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２３．３．２９法人規則４２号） 

この法人規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２３．１２．１６法人規則７１号） 

この法人規則は、平成２３年１２月１６日から施行する。 

 

  附 則（平２５．６．２７法人規則３８号） 

１ この法人規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 平成２６年度から平成３０年度までの附属小学校の児童定員は、改正後の第３３条の規定に

かかわらず、次のとおりとする。 

年度 入学定員 総定員 

平成２６年度 １２８人 ９２８人 

平成２７年度 １２８人 ８９６人 

平成２８年度 １２８人 ８６４人 

平成２９年度 １２８人 ８３２人 

平成３０年度 １２８人 ８００人 

 

附 則（平２８．２．１８法人規則１３号） 

 この法人規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平２９．３．２３法人規則１７号） 

１ この法人規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平成２９年度及び平成３０年度の附属聴覚特別支援学校の幼稚部定員は、改正後の第７８条

の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

年度 入学定員 総定員 



平成２９年度 １０ ４０ 

平成３０年度 １０ ３５ 

 

   附 則（令６．３．２８法人規則５７号） 

（施行期日） 

１ この法人規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和６年度における附属桐が丘特別支援学校の児童及び生徒の定員は、この法人規則による

改正後の第９２条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 

区 分 入学定員 総定員 

小学部   ６  ６０（２４） 

中学部  ９  ３６（ ９） 

高等部 １１  ３８（ ５） 

合 計 ２６ １３４（３８） 

 



別表（第８条、第１０条、第１６条、第１６条の２関係） 

区   分 検定料 
入学料（幼稚部にあっ

ては、入園料） 

授業料（年額）（幼稚

部にあっては、保育

料） 

附属小学校 ３，３００円 ――――― ――――― 

附属中学校 ５，０００円 ――――― ――――― 

附属駒場中学校 ５，０００円 ――――― ――――― 

附属高等学校 ９，８００円 ５６，４００円 １１５，２００円 

附属駒場高等学校 ９，８００円 ５６，４００円 １１５，２００円 

附属坂戸高等学校 ９，８００円 ５６，４００円 １１５，２００円 

附特 

属別 

視支 

覚援 

 学 

 校 

幼稚部 ―――――  １，２００円   ３，６００円 

小学部 １，０００円 ――――― ――――― 

中学部 １，５００円 ――――― ――――― 

高等部 ２，５００円  ２，０００円   ４，８００円 

附特 

属別 

聴支 

覚援 

 学 

 校 

幼稚部 ―――――  １，２００円   ３，６００円 

小学部 １，０００円 ――――― ――――― 

中学部 １，５００円 ――――― ――――― 

高等部 ２，５００円  ２，０００円   ４，８００円 

附特 

属別 

大支 

塚援

学 

校 

幼稚部 ―――――  １，２００円   ３，６００円 

小学部 １，０００円 ――――― ――――― 

中学部 １，５００円 ――――― ――――― 

高等部 ２，５００円  ２，０００円   ４，８００円 

附特 

属別 

桐支 

が援 

丘学

校 

小学部 １，０００円 ――――― ――――― 

中学部 １，５００円 ――――― ――――― 

高等部 ２，５００円  ２，０００円   ４，８００円 

附特 

属別 

久支 

里援 

浜学 

 校 

幼稚部 ―――――  １，２００円    ３，６００円 

小学部 １，０００円 ――――― ――――― 

備考 附属小学校、附属中学校及び附属駒場中学校の入学者の選考において、抽選による選考を

行い、その合格者に限り試験その他の方法による選考（以下「試験等」という。）を行う場合の

検定料の額については、この表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 



 

区  分 抽選による選考に係る額 試験等に係る額 

附属小学校 １，１００円 ２，２００円 

附属中学校 １，３００円 ３，７００円 

附属駒場中学校 １，３００円 ３，７００円 

 


